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関係法令等（抜粋） 

 

 

○鳥取県建設工事執行規則 

(工事の施工の基準) 

第 24 条 請負者は、契約書並びに図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に基づき、    

工事を適正に施工しなければならない。 

２ 請負者は、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目

的物を完成するために必要な一切の手段を定めることができる。 

 

(設計図書と工事現場の状態との不一致等の場合の措置) 

第 39 条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したとき

は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(１) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これ    

らの優先順位が定められている場合を除く。)。 

(２) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 

(３) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(４) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的

又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を

発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 知事は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必

要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結

果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得な

い理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することが

できる。 

４ 知事は、前項の調査の結果において第１項各号に掲げる事実が確認された場合におい

て、必要があると認めるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５ 知事は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要が

あると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

(契約不適合責任期間等) 

第 72 条  

 （中略） 

８ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は知事若しくは監督員の指

図により生じたものであるときは、知事は当該契約不適合を理由として、請求等をする
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ことができない。ただし、請負者が当該支給材料の性質又は知事若しくは監督員の指図

が不適当であることを知りながらこれを知事又は監督員に通知しなかったときは、この

限りでない。 

 

○建設工事請負契約書 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別 

冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従

い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負

契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引

き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

 （中略） 

６ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わ

なければならない。 

 

（監督員） 

第９条  

（中略） 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限と

される事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定める

ところにより、次に掲げる権限を有する。 

（１） この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は

協議 

（２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し

た詳細図等の承諾 

（３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験

若しくは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれ

の監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任

したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければ

ならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図

書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員

に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

 

（条件変更等） 

第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 
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（１） 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（こ

れらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

（２） 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 

（３） 設計図書の表示が明確でないこと。 

（４） 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的  

又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

（５） 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発

見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注

者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する

必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後、１４日以内に、その

結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得な

い理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することがで

きる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認め

られるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければ

ならない。 

（１） 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当   発注者が行う。 

し、設計図書を訂正する必要があるもの 

（２） 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変   発注者が行う。 

更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 

（３） 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変   発注者と受注者とが協議 

更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの    して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要が

あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（契約不適合責任期間） 

第４９条の５   

（中略） 

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の

指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をす

ることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら

これを通知しなかったときは、この限りでない。 
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○土木工事共通仕様書（土木工事施工管理ハンドブック） 

第 1 編 共通編  

第 1 章 総則  

第 1 節 総則  

1-1-1-6 監督員  

1. 監督員の権限  

当該工事における監督員の権限は、契約書第 9条第 2 項に規定した事項である。 

2. 監督員の権限の行使  

監督員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する  

場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等

が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するもの

とする。 

 

○鳥取県土木工事標準積算基準書 

第５章数値基準等 

 ①数値基準 

  設計書の表示単位及び数位は原則として次のとおりとする。 

（略） 

（４） 設計計上数量は、「土木工事数量算出要領（案）」により算出された数量を、

設計表示数位に四捨五入して求めるものとする。 

（略） 

 

○土木工事数量算出要領（案） 

 ４ 数量算出方法 

   数量の算出は、「第１編（共通編）１章基本事項」によるほか下記の方法によるもの  

とする。 

   平均断面法または「１．10 BIM/CIM モデルによる数量算出方法」によることを標準

とする。 

   平均断面法 

    土 量＝平均断面積×延長 

    法面積＝平均法長×延長 

    

 

○地方自治法 

（住民監査請求） 

第 242 条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは

委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の

取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があ

る（当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。）と認める

とき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実
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（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査

委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を

改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填

するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 

２ 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わった日から１年を経過したとき

は、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

３ 第１項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普

通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 

４ 第１項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足

りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害

を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身

体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと

認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、

理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告すること

ができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第１項の規定による請求人

（以下この条において「請求人」という。）に通知するとともに、これを公表しなければ

ならない。 

５ 第１項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由

がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、こ

れを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長そ

の他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとと

もに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 

６ 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第１項の規定による請求があつた日から

60 日以内に行わなければならない。 

７ 監査委員は、第５項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳

述の機会を与えなければならない。 

８ 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共

団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると

認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は

請求人を立ち会わせることができる。 

９ 第５項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他

の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その

旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係

る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 

10・11（略） 
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計画期間 H27～R10 

施工延長 L=91.7m 

資料１ 



〇岩の突出部の状況

〇受圧板の状況

資料２
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住民監査請求制度の概要 

 

１ 住民監査請求制度について 

（１）制度の目的 

住民監査請求は、地方公共団体の住民が、長（知事等）、委員会や職員による公金の支出、財産の管理、

契約の締結などの財務会計上の行為が違法若しくは不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添

えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。 

この制度は、住民の請求により違法若しくは不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生

じた損害を回復させることによって、地方公共団体の財務面における適正な運営を確保し、住民全体の利益

を擁護することを目的とするものです。 
 
（２）制度の特徴 

ア 住民であれば１人でも請求できます。 

イ 請求できる内容は、財務会計上の行為に限定されています。 

ウ 請求のあった日から60日以内に結果が出されます。 

エ 監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟が提起できます。 
 
（３）請求の要件（根拠法令：地方自治法第242条） 

監査請求ができるのは、次のような財務会計上の行為です。 

ア 違法若しくは不当な (1)公金の支出 (2)財産の取得、管理、処分 (3)契約の締結、履行 (4)債務その他

の義務の負担(予算に基づかない借入等） 

イ  違法若しくは不当に (1)公金の賦課、徴収を怠る事実 (2)財産の管理を怠る事実 

  ウ 上記アの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合 

また、監査請求には、請求の対象となる行為を具体的に記載した「事実を証する書面」を添付することが

必要です。 

なお、正当な理由がある場合を除き、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査

請求することができません。（上記の「イ」を除く。） 
 
２ 住民監査請求の流れ 
 

(1)請求書の提出 ・請求書の形式が整っているかなどについて審査します。 
         ↓   

(2)受 付        ・原則として、この日から60日以内に結果が出されます。 
         ↓   

(3)要件審査 ・請求の適格性について、監査委員が審査します。 
         ↓   

(4)受理又は補正命令 ・適格である場合は、請求を受理します。（不適格な場合は、却下します。） 
         ↓ 

(5)証拠の提出・陳述   ・請求人に証拠の提出・陳述の機会が与えられています。 
         ↓   

(6)監査の実施          ・監査委員が監査を行います。 
         ↓   

(7)監査結果の通知等 ・監査の結果を請求人に通知し、公表します。 
         ↓                    ・請求を認める場合は、知事等へ勧告します。 

・請求を認めない場合は、棄却します。 
・請求が不適格な場合は、却下します。  

(8)措置結果の通知 ・知事等は措置結果を監査委員に通知します。 
                                また、監査委員は、通知の事項を請求人に通知し、公表します。 

 
 （住民訴訟の提起）－－－ 根拠法令：地方自治法第242条の2 

請求人は、次に掲げる場合は訴訟を提起できる。 
    (1)監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 
     （監査結果の通知があった日から30日以内） 
    (2)監査委員の勧告を受けた知事等の措置に不服がある場合 
     （当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内） 
       (3)監査委員の勧告を受けた鳥取県議会、知事が措置を講じない場合 
     （当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内） 


